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【積算システム市町共同利用サービス提供業務】 

 

目  的 

市町職員が円滑で効率的に，積算が行えるよう支援するものである。 

 業 務 概 要 

積算を効率的に行うために，必要な基準データ等(歩掛・単価)の提供を行う業務である。 

 

 
※システムの共同利用に参加できない市町には，基準データ等の提供を行う。（土木設計積算基準

データ提供業務フローのとおり。） 
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【広島県 土木】

基準・単価データ作成

・土木

・上下水道

【広島県 農林】

基準・単価データ作成

・農業

・森林

【広島県土地改良

事業団体連合会】

・農業

追加データ作成

(施設・集排・電気)

【森林協会】

・森林

積算システムの運用 
【積算システムの運用】 

広島県土木積算システムの共同利用システムの運用を行う。 

※県のシステム及び基準データを提供する仕組みを共同環境

として提供する。 

業 務 範 囲 

発注設計書の作成 
【発注設計書の作成】 
インターネットまたは，総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

を利用し，共同利用システムにより発注設計書の作成を行う。 

利用イメージ 
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（５）① 積算システム市町共同利用サービス運用業務手続フロー 

[県の積算システム及び基準データを提供する仕組みを共同環境として利用する場合] 

 

  市  町 広島県土木協会 
 

積算システム利用検討 

利 用 検 討 協 議 

・積算システムの概要説明 

・システム利用料の説明 等 

覚 書 の 締 結 

積算システム利用決定 

試行環境の提供 

積算システム利用開始 

（様式積－５） 

積算システム利用依頼 

利用承諾 

審  査 

・県内市町及びこれに準ずる団体 
・機密保持 等 

（注意）有効期間が満了する日の１か月前までに，何らの

意思表示のないときは，有効期間は，更に１年間延長され

るものとする。 

・月毎に請求 ○○年度利用料金の支払 

利 

用 

検 

討 

利 
 

用 

契 
 

約 

依 
 

頼 

請 
 

求 
ＩＤ・パスワードの配布（市町単位） 

○○年度積算システム利用依頼 

（様式積－１） 

○○年度利用承諾（様式積－2） 

 

積算システム運用業務の実施 

・基準データ提供 
・利用サポート 等 

単年度利用依頼手続き 

・積算の実施 

※1 
 

積算端末設置台数等申請 

 

※１共同環境の場合，インターネット（ＬＧＷＡＮ）の利用によるため必要となる。 

○○年度システム利用者登録シート 

（様式積－３） 

負担金算定基準（様式積－６） 
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（５）② 土木設計積算基準データ等の提供業務手続フロー 

[県の積算システム以外を使用し基準データのみを利用する場合] 

 

  市  町 広島県土木協会 
 

基準データ等利用検討 

利 用 検 討 協 議 

覚 書 の 締 結 

基準データ等利用決定 

提供された基準データ等の積算システ
ムへのコンバート等 

（様式－7） 

 

基準データ等提供依頼 

利用承諾 

審  査 

・県内市町及びこれに準ずる団体 
・機密保持 等 

（注意）有効期間が満了する日の１か月前までに，何らの

意思表示のないときは，有効期間は，更に１年間延長され

るものとする。 

・年度末に請求 
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用 

検 

討 

利 
 

用 

契 
 

約 

依 
 

頼 

請 
 

求 
  ○○年度基準データ等提供依頼 

（様式－１） 

  ○○年度提供承諾（様式-2） 
  ○○年度提供の負担金通知 

（様式-3） 

基準データ等提供の実施 

・基準データ等の配布（月 1 回程度） 
（ＣＤ・メール送信等） 

（様式－5） 

 

単年度利用依頼手続き 

・積算の実施 

（様式－6） 

 

基準データ等受領確認 
データ提供毎※1 

※1 受領確認は単価データのみ利用の場合は，メール送信確認日による。 
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